
   

2025年 3月 25日 

各 位 

大 阪 市 中 央 区 瓦 町 三 丁 目 5 番 7 号 

株 式 会 社 ア ド バ ン ス ク リ エ イ ト 

代 表 取 締 役 社 長  濱 田  佳 治 

（ コ ー ド 番 号 ： 8 7 9 8  東 証 プ ラ イ ム 、 福 証 、 札 証 ） 

（ 連 絡 先 ） 総 合 企 画 部 長  曽 我  啓 介 

電話 06-6204-1193 

 

第 29回定時株主総会継続会における決議結果に関するお知らせ 

 

当社は、2025年 3月 25日に第 29回定時株主総会にかかる継続会を開催し、決議事項として

上程いたしました「会計監査人選任の件」が原案どおり可決され、会計監査人にあおい監査法人

が選任されましたので、お知らせいたします。議決権行使結果につきましては、議決権の集計作

業が完了次第、速やかにお知らせいたします。 

 

なお、当社は、2025年2月28日付「上場維持基準（純資産基準）への適合に向けた計画（改

善期間入り）について」にてお知らせいたしましたとおり、2024年9月期連結会計年度末にお

いて、4,973百万円の債務超過となっており、当社が上場している東京証券取引所プライム市

場、福岡証券取引所本則市場及び札幌証券取引所本則市場における上場維持基準（純資産が正

であること）に適合しない状態1となっているため、上場維持基準等への適合に向けた取り組み

を実施しております。 

今後は、新たに会計監査人として選任されたあおい監査法人と、延期中としております2025

年9月期第1四半期決算の速やかな公表に向けて当該決算の策定に関する協議を進める等、かか

る取組みを加速してまいります。 

また、当社は、資本政策につきましても具体化に向けた検討を進めており、決定次第、速や

かにお知らせいたします。  

当社の株主様をはじめとする全てのステークホルダーの皆様におかれましては、引き続き、

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

以 上 

                                                   
1 福岡証券取引所本則市場及び札幌証券取引所本則市場においては、株券上場廃止基準（債務超過となった場合）
に抵触した場合をいい、以下においてはこれらの基準を区別せず上場維持基準等といいます。 


